
 

 

 

 

 

 

令和７年度 学力調査の結果を報告します 

本年度，４月に６年生を対象とした「全国学力・学習状況調査」が，６月に５年生を対象とした「福岡県学

力調査」が行われました。調査結果が届きましたので，全体的な傾向についてお知らせいたします。 

本調査は，子どもたちの学力や学習状況等を把握し，一

人一人の学習習慣の改善や学習意欲の向上につなげていく

ことを目的とし実施されているものです。右のグラフは，

平均正答率（％）の比較です。  

【６年：全国学力・学習状況調査】 

本年度は，国語科，算数科に加えて理科も実施されまし

た。グラフ（上）の通り，本校児童の平均正答率は，３教

科ともに全国及び福岡県を上回っています。 

【５年：福岡県学力調査】 

 今年度から CBT方式（インターネットを介した PCでの回

答）での実施になっています。グラフ（下）の通り，こち

らも，両教科とも福岡県の平均正答率を上回っていました。 

 本校の子どものよさは，国語では「書くこと」，算数で

は「基礎的な計算」，理科では「実験（経験したこと）を

基に考える」といったところに表れていました。 

 このような結果が見られるのも，職員の日々の授業改善

はもとより，本校の教育活動への保護者の皆様や地域の皆

様のご理解とご協力のお陰です。特に，ＰＴＣＡを中心に

取り組んでいただいている「早寝・早起き・朝ご飯」の取

組や「ＳＮＳ等のルールづくり」は，子ども達の心身の健

やかな成長の支えとなり，学ぶ力に結び付いています。 

今後も家庭や地域と連携を図りながら，学力の維持・向上に取り組んでいきたいと思いますので，引き続き

ご協力をお願いいたします。 
 

避難訓練を行いました ～命を守るための行動を意識して～ 
９月１７日に，火災を想定した避難訓練を行いました。今回は，い

つサイレンが鳴るかを事前に知らせず，子ども達が放送を聞いて自分

で判断して避難する形で実施しました。 

中休みの実施で，必ずしも教室からの避難ではなく，様々な場所か

ら子ども達は運動場へ移動しました。中には戸惑い，靴を履き替えよ

うとして火元に近づいてしまう姿も見られ，これからも訓練を重ねて

いく必要があると感じました。一方で，高学年の子が低学年の子の手

を引きながら，自発的に誘導を行ったり，声をかけたりする姿も見ら

れ，大変頼もしく感じました。 

今回の訓練では北部消防署の古川さんにお越しいただき，お話をい

ただきました。８月の大雨災害についても触れられ，これからも一人一人が命を守るための行動を心がけ，

防災意識をもって過ごすことの大切さを確かめることができました。 
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       １０月の行事予定（現時点での予定ですので，変更の可能性があります） 

１ 水 
教育委員会学校訪問 

町内一斉あいさつ運動 水谷 SC面談日 
17 金 

水谷 SC面談日 

クラブ活動３年生見学 

２ 木   18 土  

３ 金  19 日  

４ 土  20 月  

５ 日  21 火 水谷 SC面談日 

６ 月 学校生活アンケート【校納金引落日】 22 水 ２～５年５時間授業 

７ 火 水谷 SC面談日 23 木 ６年修学旅行（１日目） 

８ 水 
学習参観，学校運営協議会 

親子で学ぶ規範意識向上学習（５年生） 
24 金 

６年修学旅行（２日目） 

１～５年特別時制 本のとびら１年 

９ 木  25 土  

10 金 本のとびら４年 クラブ活動 26 日  

11 土 新宮町文化祭 27 月 水谷 SC面談日 水泳学習開始 

12 日 新宮町文化祭 28 火 
水谷 SC面談日 委員会活動  

ドッジラリー２回目測定 

13 月 祝日（スポーツの日） 29 水 租税教室（６年生） 

14 火 水谷 SC面談日 30 木  

15 水  31 金 全学年特別時制，ビブリオバトル放送日 

16 木  ※ SC：スクールカウンセラー 

 ＊ 11月8日（土）東っ子フェスタの日は給食なし １２時頃下校予定 11月10日(月)は振替休日です。 

話し合っていますか？家庭のルール 

 スマートフォンやゲーム機等インターネットに接続できる機器が普及し，多くの子供たちが，それ

らを手にする時代になりました。それに伴い，生活習慣の乱れや，ネットいじめ等の問題，さらに

は，子供が犯罪の被害者や加害者になってしまうことも起きています。このようなトラブルは決して

特別なことではなく，どの子供にも起こりうることです。保護者の知らない機能を活用している子供

にとっての「普通」は保護者の「普通」とは別物と言えそうです。安易に「大丈夫だろう」と考える

前に，インターネットの特性や危険性を正しく知り，子供たちがどのような環境でどのような機能を

使っているかを把握することが大切です。実際に子供たちがインターネットを利用する場面は，家庭

が最も多いと考えられます。そのため，保護者が適切に見守り，ルールを作って守らせることは被害

から子供たちを守るために必要なことであり，保護者の責務でもあります。       

【文部科学省委託事業「情報モラル教育推進事業保護者用啓発教材」より抜粋】  

＜ルールを作るときのポイント＞ 

決めたルールを守れないということはないでしょうか。ルールは大人が一方的に決めるものではなく，子

どもと一緒に作ることが大切です。 

 【Point１】「ルールがトラブルから自分自身を守ってくれる」ことをきちんと伝える。 

 【Point２】 お互いに納得できるよう，話し合って作る。 

【Point３】 子どもが守れるルールを作る。 

【Point４】 具体的なルールを作る。 

【Point５】 守れなかったらどうするか決めておく。 

【Point６】 トラブルがあったら相談するよう決めておく。 

【Point７】 子どもの成長に合わせてルールを見直す。 

【Point８】 生活リズム等の変化に合わせてルールを見直す。 

インターネットやSNSに関する 

問題の解決策として， 

何よりも大切なのは， 

親子のコミュニケーションです。 

「子どもを見つめ，見守ること」 

を大切にしましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


